
市川市社会福祉法人に対する電気自動車等導入費補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、脱炭素社会の実現に向け、電気自動車及び電動バイク

（以下これらを「電気自動車等」という。）の普及を促進するため、電気

自動車、電動バイク又はＶ２Ｈ充放電設備（以下これらを「補助対象自動

車等」という。）を導入した社会福祉法人に対し、予算の範囲内において、

市川市社会福祉法人に対する電気自動車等導入費補助金（以下「補助金」

という。）を交付することに関し、市川市社会福祉法人の助成に関する条

例（昭和５２年条例第３０号。以下「条例」という。）及び市川市社会福

祉法人の助成に関する条例施行規則（昭和５２年規則第３３号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

⑴   電気自動車 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第６０

条第１項に規定する自動車検査証（以下「検査証」という。）における

燃料の種類が「電気」と記載される自動車（同法第３条に規定する普

通自動車、同条に規定する小型自動車（以下「小型自動車」という。）

及び同条に規定する軽自動車（以下「軽自動車」という。）のうち市長

が認めるものに限る。）であって、国補助（一般社団法人次世代自動車

振興センターが令和６年度以降に実施する補助事業であって、市長が

別に定めるものをいう。以下同じ。）の対象とされているものをいう。 

⑵ 電動バイク 道路運送車両法第２条第２項に規定する自動車（小型自

動車若しくは軽自動車であって、２輪のもの（側車付２輪自動車を含む。）

に限る。）又は同条第３項に規定する原動機付自転車（以下「原動機付

自転車」という。）のうち、外部から電力供給を受けた蓄電池を車体に

搭載し、当該蓄電池の電力を電動機の動力源としてのみ走行するもので

あって、国補助の対象とされているものをいう。 



⑶ Ｖ２Ｈ充放電設備 電気自動車等への充電及び電気自動車等から分

電盤を通じた住宅、事務所又は事業所への電力の供給が可能なものであ

って、国補助の対象とされているものをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、

市内に事務所又は事業所を有する社会福祉法人のうち、本市に納付すべき

市民税、固定資産税、都市計画税及び軽自動車税（第６条第１項第２号に

おいて「市税」という。）を滞納していないものであって、次の表の左欄

に掲げる区分に応じ同表の右欄に掲げる要件を満たすものとする。 

区 分 補助対象者の要件 

電気自動車 次の各号のいずれかに該当すること。 

⑴ 電気自動車の所有者かつ使用者であること。 

⑵  電気自動車を所有権留保付ローン若しくは残価設定型

ローンで購入し、又はリースにより導入した場合にあっ

ては、当該電気自動車の使用者であること。 

電動バイク 次の各号のいずれかに該当すること。 

⑴ 電動バイクの所有者かつ使用者であること。 

⑵  電動バイクを所有権留保付ローン若しくは残価設定型

ローンで購入し、又はリースにより導入した場合にあって

は、当該電動バイクの使用者であること。 

Ｖ２Ｈ充放 

電設備 

次の各号のいずれかに該当すること。 

⑴ Ｖ２Ｈ充放電設備を購入した者であること。 

⑵  Ｖ２Ｈ充放電設備をリースにより導入した場合にあっ

ては、当該Ｖ２Ｈ充放電設備の使用者であること。 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次に

掲げる補助対象自動車等（市長が別に定める期間内に補助金の交付を受け

ようとする者が購入し、又はリースにより導入したものに限る。）の本体

の購入又はリースに係る費用とする。 

 ⑴ 自動車業における表示に関する公正競争規約（平成１２年公正取引委

員会告示第１３号）第２条第２項に規定する新車として取得した電気自



動車（中古の輸入車の初度登録車を除く。） 

 ⑵ 二輪自動車業における表示に関する公正競争規約（平成１５年公正取

引委員会告示第１７号）第２条第５項に規定する新車として取得した電

動バイク 

⑶ 市内に所在する事務所又は事業所であって、補助対象者が使用するも

のに設置された未使用のＶ２Ｈ充放電設備 

２ 前項の補助対象経費に消費税及び地方消費税が含まれるときは、補助対

象経費からこれらに相当する額を控除した額とする。 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、一の補助対象者につき、次の各号に掲げる補助対象

自動車等の区分に応じ、当該各号に定める額と補助対象経費を比較してい

ずれか低い額とする。 

⑴  電気自動車 国補助により交付を受けることができる補助金の額に

４分の１を乗じて得た額又は５０,０００円に導入した電気自動車の台

数（３台を上限とする。）を乗じて得た額のいずれか低い額 

⑵ 電動バイク ２０,０００円に導入した電動バイクの台数（３台を上

限とする。）を乗じて得た額 

⑶ Ｖ２Ｈ充放電設備 ５０,０００円 

２ 補助金の交付は、一の補助対象者につき第３条の表の区分の欄に掲げる

補助対象自動車等ごとにそれぞれ３回（Ｖ２Ｈ充放電設備にあっては、１

回）に限るものとする。 

（交付の申請） 

第６条 条例第２条第４号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次

に掲げるとおりとする。 

⑴ 市内に事務所又は事業所を有していることを証する書類又は写し 

⑵ 市税に係る納税証明書の写し 

⑶ 見積書 

⑷ その他市長が必要と認める書類 



２ 市長は、前項の添付書類により証明すべき事実を公簿等により確認する

ことができるときは、申請者の同意を得て当該書類の提出を省略させるこ

とができる。 

３ 規則第２条の申請書の提出は、市長が別に定める期間に行うものとする。 

（交付の条件） 

第７条 規則第３条後段の規定により付する条件は、次に掲げるとおりとす

る。 

⑴ 電気自動車に係る補助金の交付を受けようとする者にあっては、当該

電気自動車の検査証に記載される使用の本拠の位置が市内であること

とし、第８号アからウまでに掲げる期間を経過するまでの間、市長の承

認を受けないで、これを市外に変更しないこと。 

⑵ 電気自動車に係る補助金の交付を受けようとする者にあっては、展示

車、試乗車その他自動車販売活動の促進を目的とした自動車又は道路運

送法（昭和２６年法律第１８３号）第８０条第１項の規定による有償貸

渡しの許可を受けた自動車として使用しないこと。 

⑶  電動バイクのうち小型自動車に該当するものに係る補助金の交付を

受けようとするものにあっては、当該小型自動車の検査証に記載される

使用の本拠の位置が市内であることとし、第８号アからウまでに掲げる

期間を経過するまでの間、市長の承認を受けないで、これを市外に変更

しないこと。 

⑷  電動バイクのうち軽自動車に該当するものに係る補助金の交付を受

けようとするものにあっては、当該軽自動車の軽自動車届出済証（道路

運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第７４号）第６３条の２第３

項に規定する軽自動車届出済証をいう。第８条第１項第１号ウにおいて

同じ。）に記載される使用の本拠の位置が市内であることとし、第８号

アからウまでに掲げる期間を経過するまでの間、市長の承認を受けない

で、これを市外に変更しないこと。 

⑸  電動バイクのうち原動機付自転車に該当するものに係る補助金の交



付を受けようとするものにあっては、当該原動機付自転車の標識交付証

明書（市川市税条例（昭和２９年条例第１２号）第９１条第３項に規定

する証明書をいう。第８条第１項第１号エにおいて同じ。）の標識（車

両）番号に記載される市区町村名が市川市であることとし、第８号アか

らウまでに掲げる期間を経過するまでの間、市長の承認を受けないで、

これを市外に変更しないこと。 

⑹ 電動バイクに係る補助金の交付を受けようとする者にあっては、展示

車、試乗車その他電動バイク販売活動の促進を目的とした電動バイク又

は道路運送法第８０条第１項の規定による有償貸渡しの許可を受けた

電動バイク（小型自動車若しくは軽自動車に該当するものに限る。）若

しくは当該電動バイクと同等の使用形態であると市長が認める電動バ

イク（原動機付自転車に該当するものに限る。）として使用しないこと。 

⑺ 補助対象自動車等をリースにより導入する場合にあっては、リース契

約の期間が第８号に規定する財産処分制限期間以上であること又はリ

ース契約の期間終了後に当該補助対象自動車等の使用者が当該補助対

象自動車等を購入する契約となっていること。 

⑻ 補助金の交付を受けて取得した補助対象自動車等については、補助金

の交付を受けた日の属する月の初日（電気自動車にあっては、当該電気

自動車に係る自動車検査証に記載された登録年月日又は交付年月日の

属する月の初日）から起算して次に掲げる補助対象自動車等の区分に応

じ、それぞれ次に掲げる期間を経過するまでの間、市長の承認を受けな

いで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し

付け、担保に供し、又は除去しないこと。 

  ア  電気自動車 ４年 

  イ  電動バイク ３年 

  ウ  Ｖ２Ｈ充放電設備 ５年 

⑼ 補助金の交付を受けて取得した補助対象自動車等の使用について、市

長が行う調査に協力すること。 



⑽ 前各号に掲げる条件に違反し、若しくは従わない場合又は補助金の交

付の決定後にその要件を満たしていないことが判明した場合は、補助金

の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがあること。 

（実績報告） 

第８条 規則第５条に規定する市長が必要と認める書類は、次に掲げるもの

とする。 

⑴ 次に掲げる補助対象自動車等の区分に応じ、それぞれ次に掲げる書類

及び当該補助対象自動車等の保管場所（Ｖ２Ｈ充放電設備を導入した場

合にあっては、設置場所）において撮影したカラー写真 

  ア  電気自動車 検査証の写し 

  イ  電動バイクのうち小型自動車に該当するもの 検査証の写し 

  ウ  電動バイクのうち軽自動車に該当するもの 軽自動車届出済証

の写し 

  エ  電動バイクのうち原動機付自転車に該当するもの 標識交付証

明書の写し 

  オ  Ｖ２Ｈ充放電設備 未使用であることを証する書類 

⑵ 契約書等（補助対象経費及びその内訳並びに当該契約日が確認できる

ものに限る。）の写し 

⑶ 補助対象経費の支払を証する書類（補助対象自動車等をリースにより

導入した場合を除く。） 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 規則第５条の実績報告書は、市長が別に定める日までに提出するものと

する。 

（財産処分の制限） 

第９条 補助金の交付を受けた者は、第７条第１号、第３号から第５号まで

又は第８号の市長の承認を受けようとするときは、市川市社会福祉法人に

対する電気自動車等導入費補助金財産処分等承認申請書（様式第１号）を

市長に提出し、承認を受けなければならない。 



２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、

承認の可否を決定し、当該申請をした者に対し、市川市社会福祉法人に対

する電気自動車等導入費補助金財産処分承認可否決定通知書（様式第２号）

により通知するものとする。 

３ 補助金の交付を受けた者は、前項の規定により財産処分等を承認する決

定の通知を受けたときは、第１号に掲げる額に第２号に掲げる割合を乗じ

て得た額（その額に１,０００円未満の端数があるときは、これを切り捨

てた額）を返還しなければならない。ただし、天災、本人の責めに帰さな

い事故その他の市長がやむを得ないと認める事由により、当該補助金の交

付を受けたものが第７条第１号、第３号から第５号まで又は第８号に掲げ

る条件に該当しないこととなった場合は、市長は、返還すべき補助金の額

の全部又は一部を免除することができる。 

⑴ 交付を受けた補助金の額 

⑵ 財産処分制限期間（第７条第８号アからウまでに掲げる期間をいう。

以下同じ。）の月数に対する同条第１号、第３号から第５号まで又は第

８号に掲げる条件に該当しないこととなった日の翌日から財産処分制

限期間が満了する日までの月数（その月数に１月未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた月数）の割合 

 

附 則 

この要綱は、令和３年７月１日から施行し、同年４月１日から適用する。 

   附  則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２  第１条の規定による改正後の市川市電気自動車等導入費補助金交付要

綱の規定は、令和４年度以後の年度分の市川市電気自動車等導入費補助金

について適用し、令和３年度分までの市川市電気自動車等導入費補助金に



ついては、なお従前の例による。 

３  第２条の規定による改正後の市川市社会福祉法人に対する電気自動車

等導入費補助金交付要綱の規定は、令和４年度以後の年度分の市川市社会

福祉法人に対する電気自動車等導入費補助金について適用し、令和３度分

までの市川市社会福祉法人に対する電気自動車等導入費補助金について

は、なお従前の例による。 

   附  則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２  第１条の規定による改正後の市川市電気自動車等導入費補助金交付要

綱の規定は、令和６年度以後の年度分の市川市電気自動車等導入費補助金

について適用し、令和５年度分までの市川市電気自動車等導入費補助金に

ついては、なお従前の例による。 

３  第２条の規定による改正後の市川市社会福祉法人に対する電気自動車

等導入費補助金交付要綱の規定は、令和６年度以後の年度分の市川市社会

福祉法人に対する電気自動車等導入費補助金について適用し、令和５年度

分までの市川市社会福祉法人に対する電気自動車等導入費補助金につい

ては、なお従前の例による。 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この要綱は、令和６年４月３０日から施行し、同年４月１日から適用す

る。 

 （経過措置） 

２  第１条の規定による改正後の市川市電気自動車等導入費補助金交付要

綱の規定は、令和６年度以後の年度分の市川市電気自動車等導入費補助金

について適用し、令和５年度分までの市川市電気自動車等導入費補助金に

ついては、なお従前の例による。 



３ 第２条の規定による改正後の市川市社会福祉法人に対する電気自動車

等導入費補助金交付要綱の規定は、令和６年度以後の年度分の市川市社会

福祉法人に対する電気自動車等導入費補助金について適用し、令和５年度

分までの市川市社会福祉法人に対する電気自動車等導入費補助金につい

ては、なお従前の例による。 

   附  則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２  第１条の規定による改正後の市川市電気自動車等導入費補助金交付要

綱の規定は、令和７年度以後の年度分の市川市電気自動車等導入費補助金

について適用し、令和６年度分までの市川市電気自動車等導入費補助金に

ついては、なお従前の例による。 

３  第２条の規定による改正後の市川市社会福祉法人に対する電気自動車

等導入費補助金交付要綱の規定は、令和７年度以後の年度分の市川市社会

福祉法人に対する電気自動車等導入費補助金について適用し、令和６年度

分までの市川市社会福祉法人に対する電気自動車等導入費補助金につい

ては、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行し、第１条の規定による改正後

の市川市電気自動車等導入費補助金交付要綱の規定及び第２条の規定に

よる改正後の市川市社会福祉法人に対する電気自動車等導入費補助金交

付要綱の規定は、同年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２  第１条の規定による改正後の市川市電気自動車等導入費補助金交付要

綱の規定は、令和８年度以後の年度分の市川市電気自動車等導入費補助金

について適用し、令和７年度分までの市川市電気自動車等導入費補助金に



ついては、なお従前の例による。 

３  第２条の規定による改正後の市川市社会福祉法人に対する電気自動車

等導入費補助金交付要綱の規定は、令和８年度以後の年度分の市川市社会

福祉法人に対する電気自動車等導入費補助金について適用し、令和７年度

分までの市川市社会福祉法人に対する電気自動車等導入費補助金につい

ては、なお従前の例による。 


